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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ポリマー材料又はリノリウムの硬くて滑らかな床表面を維持する方法であって、厚くて
弾力性のある三次元の開口不織繊維ウェブを含む可撓パッド（１）を用いて、該パッドに
接着したダイヤモンド粒子を含む研磨粒子の存在下で、該パッド（１）と該硬い表面との
間の接触表面上において、該表面を処理することを含み、該パッド（１）は、硬化性ポリ
マーの形態の二次的結合剤によって接着されているだけの該研磨粒子を、該接触表面の付
近においてのみ有し、該処理は、該接触表面上で、水は存在するが結晶化剤や表面改良剤
が不存在の条件下で行われ、該研磨粒子がダイヤモンド粒子を含み、該ダイヤモンド粒子
が０．１から３０μｍとの間の平均直径のダイヤモンド粒子を有する、前記の方法。
【請求項２】
　該二次的結合剤がフェノール樹脂、メラミン樹脂、尿素樹脂、及びエポキシ樹脂から成
る群の少なくとも一つを含む、請求項１で請求された方法。
【請求項３】
　該処理が、天然ダイヤモンド粒子、工業用ダイヤモンド粒子、及び被覆ダイヤモンド粒
子の少なくとも１種を含むダイヤモンド粒子を有するパッド（１）を用いて行われる、請
求項１又は２で請求された方法。
【請求項４】
　該処理が、４０ｋｇ／ｍ３未満の密度を有するパッド（１）を用いて行われる、請求項
１～３の任意の一項で請求された方法。
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【請求項５】
　該パッド（１）を、該硬い表面と接触している間、該硬い表面に対して移動させる、請
求項１～４の任意の一項で請求された方法。
【請求項６】
　該パッドを、該硬い表面と接触している間、５０～３０００ｒｐｍの回転速度で回転さ
せる、請求項１～５の任意の一項で請求された方法。
【請求項７】
　該表面がポリマー材料を含み、該処理が０．１μｍと１５μｍとの間の平均直径のダイ
ヤモンド粒子を有するパッド（１）を用いて行われる、請求項１～６の任意の一項で請求
された方法。
【請求項８】
　該表面がリノリウムを含み、該処理が０．１μｍと１５μｍとの間の平均直径のダイヤ
モンド粒子を有するパッド（１）を用いて行われる、請求項１～６の任意の一項で請求さ
れた方法。
【請求項９】
　該硬くて滑らかな表面が、モース硬度で３ｍｏｈ未満の硬度を有する、請求項１～８の
任意の一項で請求された方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示内容は、硬い表面、主として、コンクリート（セメント）、人造石及び花崗岩床
表面、更に、大理石又は石灰岩表面を維持するための方法及び工具に関する。本開示内容
は特に、研磨された硬い床表面を維持するために規則的基準で使用するのに適した維持用
の方法及び工具に関する。
【０００２】
　更に、本開示内容は、硬い滑らかな表面、主として、木材、リノリウム、ラッカー及び
ビニール床表面を維持する方法に関する。本開示内容は特に、床表面のような光沢のある
硬い滑らかな表面を維持するために毎日の基準で使用するのに適した維持方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　床表面の清浄化又は軽磨きに関連して、三次元不織ウェブの形状をしたパッドを使用す
ることは知られている。該パッドは、使用中床表面と平面平行に回転させる円板担体上に
取り外し出来るように装着することが出来る円板形状の物体として、通常提供され、従っ
て該パッドは、床表面と接触させると、床表面と円板担体との間で生ずる圧力によりわず
かに圧縮される。該円板担体は、通常モーターにより駆動され、歩く操作員が押すか又は
引っ張るように調整することが出来るか又は乗り物として調整することが出来る担体枠上
に装着することが出来る。
【０００４】
　かかるパッドは、有機物質、例えば、ポリアミド及び（又は）ポリエステル、特にポリ
エチレンテレフタレートの繊維から形成される。場合によっては、該繊維は又クルミ繊維
又はココナッツ繊維のような天然繊維をも含む。
【０００５】
　該パッドの繊維は、該繊維が熱を受けて該繊維の外側部分がわずかに溶融しそれにより
互いに結合する所謂溶融結合により、それらの互いの接触点で相互接続される。
【０００６】
　或いは、又は更に、該繊維は、以後「主要結合剤」と言及するポリマー樹脂を該パッド
に含浸させることにより、それらの互いの接触点で相互接続され得る。
【０００７】
　このタイプの不織パッドの製造は、例えば、ＵＳ－Ａ－３，５３７，１２１、ＵＳ－Ａ
－４，８９３，４３９、ＥＰ－Ａ－０　３９７　３７４、ＧＢ－Ａ－１　３４８　５２６
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及びＥＰ－Ｂ－０　５６２　９１９から周知であるので、本明細書で更に詳述する必要が
ない。
【０００８】
　ＵＳ－Ａ－３，５３７，１２１は、アルミニウム、プラスチック、ワックス、及び同様
の表面の表面を研磨するためのパッドを開示している。ＵＳ－Ａ－３，５３７，１２１は
又かかるパッドの製造を開示している。ＵＳ－Ａ－３，５３７，１２１においては、一対
の絞りロールの一方が結合剤樹脂及び研磨粒子の混合物用容器中に部分的に浸されている
該一対の絞りロールの間に該パッドを通過させることにより、研磨粒子と混合した結合剤
が該パッドに塗布され、その後該パッドは硬化又は乾燥させられる。かくしてＵＳ－Ａ－
３，５３７，１２１においては、結合剤及び研磨粒子により全体的に含浸されているパッ
ドが提供される。
【０００９】
　ＵＳ－Ａ－４，８９３，４３９は、床表面又はアルミニウムを研磨するためのパッドを
開示している。該パッドは、有機物質の繊維から成り厚くて弾力性のある開口不織構造を
構成し、研磨粒子を該繊維に結合する結合剤を含有している。ＵＳ－Ａ－４，８９３，４
３９に示されたパッドは、ＵＳ－Ａ－３，５３７，１２１に示されたものより大きな気孔
を有し、それにより汚れを吸収する改良能力を有し、従ってより長い期間使用することが
出来る。又、ＵＳ－Ａ－４，８９３，４３９に開示されたパッドは結合剤及び研磨粒子に
より全体的に含浸されている。
【００１０】
　ＥＰ－Ａ－０　３９７　３７４は、床研磨機用パッドを開示しているが、それも結合剤
及び研磨粒子により全体的に含浸されている。
【００１１】
　上記タイプのパッドは、磨き表面を復元するために、非常に軽度に磨耗した表面の高速
度（１５００～３０００ｒｐｍ）及び比較的低い圧力における所謂「磨き仕上げ」、即ち
、乾燥研磨（しばしば毎日基準の）に頻繁に使用される。このタイプの処理は、ビニール
及び大理石の両方の床仕上材に共通に使用される。この目的に適したパッドは、「３Ｍ（
登録商標）床パッド」という表示で３Ｍ（登録商標）から入手でき、比較的長い期間磨耗
を受けてきた人造石又はコンクリートのような非常に固い床表面には全く又は殆んど効果
を提供しない。
【００１２】
　ＥＰ－Ｂ－０　５６２　９１９は、硬化性プラスチック樹脂及び０．１～３０μｍの粒
径を有する研磨粒子の混合物を含む結合剤により全体的に含浸されているポリマー繊維の
不織パッドを開示している。硬化性樹脂の例としては、フェノール樹脂、アクリル樹脂、
メラミン樹脂、及び尿素樹脂が述べられている。ダイヤモンドは、もっともらしい研磨粒
子の他の数例中の一つとして述べられている。しかしながら、ＥＰ－Ｂ－０　５６２　９
１９によれば、そこに開示されたパッドは、結晶化化学薬品との組合せにおいてのみ大理
石床表面の処理に適しており、それは、塩形成酸を含有する液体の存在下で処理をしなけ
ればならないことを意味する。
【００１３】
　ＥＰ－Ｂ－０　５６２　９１９におけるパッドは、二本の絞りロールの一方が結合剤／
研磨粒子混合物中に部分的に浸されている該二本の絞りロール間の隙間に不織パッドを通
過させることによっても提供され、従って該結合剤及び研磨粒子は該シリンダーの表面を
経由して該パッド中に分布される。
【００１４】
　ＥＰ－Ｂ－０　５６２　９１９に開示されたパッドは結晶化化学薬品の存在下で使用し
なければならないので、ＥＰ－Ｂ－０　５６２　９１９に記載された方法は実際には、大
理石床の耐汚染性及び耐久性を改良するために使用されるガラス化法を構成する。この方
法は毎日の維持目的には適していないが、その理由は、それが酸を含む特殊な結晶化化学
薬品の使用を含み、酸は床表面に存在するカルシウムと反応して不溶カルシウム塩を形成
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するはずだからである。かかる方法は典型的に、磨き大理石床の最初の調製に関連して一
度使用され、その後は６～１２ヶ月の間隔で使用される。ＥＰ－Ｂ－０　５６２　９１９
に記載された方法はかくして、毎日の基準で使用するには複雑過ぎる。
【００１５】
　ＥＰ－Ｂ－０　５６２　９１９で言及されたタイプのパッドは、「３Ｍ（登録商標）５
２００褐色石更新パッド」及び「３Ｍ（登録商標）４０００灰色石研磨パッド」という表
示で３Ｍ（登録商標）により販売され、結晶化化学薬品の存在下比較的低い速度（２５０
ｒｐｍより下）で大理石を処理するのに使用されている。
【００１６】
　結晶化化学薬品及び他の表面改良剤の必要性は、研磨作業をより複雑にするが、その理
由は、該化学薬品は表面に塗布しなければならず、多分その後で過剰の化学薬品の除去が
続き、それが又研磨作業をより時間がかかるようにする一因ともなるからである。該化学
薬品の取扱い及び塗布は又、一般に環境に対して、特に作業環境に対して、潜在的危険を
構成する。
【００１７】
　研磨粒子、即ち、ダイヤモンド粒子と混合されたプラスチック樹脂から製作された研削
要素又は研磨要素を含む工具を使用することにより研磨された石又はコンクリートの表面
を提供することも又知られている。かかる要素は通常回転している板上に固定して装着さ
れるので、それらは床の凸凹を補う能力を有さず、それは床表面の不均一な処理を招くか
、或いはかかる要素が過剰の圧力で床表面と接触する場合には該表面の引掻き又は汚染を
招く可能性がある。更に他の問題は、砂、小石又は金属の粒子のような飛散物が該要素の
中又は近くに突き刺さり床表面の引掻きを起こす可能性があるということである。最後に
、このタイプの工具は、該工具と床表面との間の接触表面に比較的高い圧力をかけること
が出来る特殊な機構部分を必要とする。
【００１８】
　ＷＯ０３／０７５７３４は、堅い円板上に配置されたナイロン磨き材料を含み、該活性
磨き表面におけるくぼみに工業用ダイヤモンドを含む研削要素が配置されている清浄目的
用円板形状装置を開示している。ＷＯ０３／０７５７３４に開示された装置に関する不利
点は、飛散物が該研削要素の中又は近くに突き刺さるという危険を該装置が除去していな
いということである。更に他の不利点は、この工具が複雑なので比較的壊れやすく、製造
するのに比較的難しく費用がかかるということである。
【００１９】
　それ故に、硬い表面を毎日維持するための改良され簡単化された方法及び工具に対する
必要性が存在する。好ましくは、該方法は、例えば、床表面調整における専門家訓練を経
験しない人達が使用するのに簡単でなければならず、又該方法は、従来の床表面仕上装置
、例えば、磨き仕上機等で使用出来なければならない。又、該工具は製造し易くなければ
ならず、高価過ぎてはならず、そして耐久性でなければならない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２０】
　従来技術の方法及びパッドに関する問題を全体的に又は部分的に除去する改良技術を提
供することが目的である。特に、従来技術の方法よりも使用し易く、該方法よりも良いか
又は匹敵する結果を提供する、硬い表面の処理方法を提供することが目的である。特に、
硬くて滑らかな石又は石様表面に適した方法を提供することが目的である。
【００２１】
　更なる目的は、表面の改良又は清浄用化学薬品の必要性を除去又は減少させて、硬くて
滑らかで好ましくは光沢のある表面、特に床表面を研磨し、清浄し、又はさもなければ維
持する方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
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　本発明は、ダイヤモンド粒子の形状をした研磨粒子が、例えば、ＥＰ－Ｂ－０　５６２
　９１９で示された実施例で使用された研磨粒子を用いて達成できる研磨効果よりも非常
に優れた研磨効果を提供し、この研磨効果は結晶化化学薬品及び他の表面改良剤の必要性
を除去する程優れているという考えに基づいている。
【００２３】
　本発明は別紙の独立請求項により定義される。態様は、従属請求項及び以下の説明並び
に図面に記載されている。
【００２４】
　第一の局面によれば、木材、ポリマー材料、ラッカー、及びリノリウムから成る群から
選択される材料を含む硬くて滑らかな表面を維持する方法であって、可撓パッドを用いて
、該パッドに接着した研磨粒子の存在下で、該パッドと該硬い表面との間の接触表面上に
おいて、該表面を処理することを含むことを特徴とする前記の方法が提供される。該研磨
粒子はダイヤモンド粒子を含む。該処理は、厚くて弾力性のある三次元の開口不織繊維ウ
ェブを含むパッドを用いて行われる。
【００２５】
　可撓パッドとダイヤモンド粒子の組合せは、該表面における凸凹を補い、該パッドにか
けられた圧力を均等に分布させる。又この組合せは、該パッドの可撓性により、ダイヤモ
ンドが該表面を引掻く危険度を著しく減少させる。
【００２６】
　硬くて滑らかな表面を研磨する際研磨粒子としてダイヤモンド粒子を使用すると、湿潤
状態でも乾燥状態でも、従来の研磨粒子の使用に等しいか又はそれよりも良い効果が提供
される。特に、ダイヤモンドの使用により、表面改良剤の廃止が可能となり、それにより
その取扱いを除去することが出来る。
【００２７】
　該処理は、実質的に接触表面上液体の不存在下で、即ち、実質的に乾燥状態下で、又は
、接触表面上水の存在下で、即ち、湿潤状態下で、行うことが出来る。特に該処理は、接
触表面上水及び清浄剤の存在下で行うことが出来、それにより毎日の維持／清浄操作と非
常に良く結合される。
【００２８】
　一態様において、研磨粒子は二次的結合剤により該パッドに接着される。それ故に、床
を処理する際は、全く研磨剤を添加する必要がない。具体的に、研磨粒子は接触表面の付
近においてのみ該パッドに接着させることが出来る。これは有益であるが、その理由は、
硬い表面と接触していない該パッドの部分に存在する研磨粒子はいかなる機能をも果さな
いのでゴミと見られるからである。
【００２９】
　該処理は、０．１～３０μｍ、好ましくは０．１μｍと１５μｍとの間、最も好ましく
は２μｍと１５μｍとの間の平均直径のダイヤモンド粒子を有するパッドを用いて、行う
ことが出来る。
【００３０】
　該処理は、天然ダイヤモンド粒子、工業用ダイヤモンド粒子、及び被覆ダイヤモンド粒
子の少なくとも１種を含むダイヤモンド粒子を有するパッドを用いて、行うことが出来る
。
【００３１】
　該パッドは、４０ｋｇ／ｍ３未満、好ましくは２０～３５ｋｇ／ｍ３の密度を有するこ
とが出来る。かくして該パッドは比較的大量の気孔を含み、それらの中に粉塵、飛散物、
及び粒子が該処理中に移動することが出来る。かくして粉塵は、処理がなされている領域
に分布されるよりもむしろ該パッドにかなりの程度まで含有され、更なる粉塵収集装置の
必要性が除去される。又、飛散物を該パッド中に移動させることにより、表面の引掻きに
対する危険度が減少する。
【００３２】
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　硬くて滑らかな表面は、床表面であっても良い。
【００３３】
　該パッドは、硬い表面と接触している間、硬い表面に対して移動させることが出来る。
【００３４】
　該パッドは、硬い表面と接触している間、５０～３０００ｒｐｍ、好ましくは１００～
１５００ｒｐｍの回転速度で回転させることが出来る。
【００３５】
　一態様において、該表面はポリビニルのようなポリマー材料を含むことが出来、該処理
は０．１μｍと１５μｍとの間、最も好ましくは３μｍと１２μｍとの間の平均直径のダ
イヤモンド粒子を有するパッドを用いて行うことが出来る。
【００３６】
　もう一つの態様において、該表面はリノリウムを含み、該処理は０．１μｍと１５μｍ
との間、好ましくは３μｍと１２μｍとの間、最も好ましくは３μｍと６μｍとの間の平
均直径のダイヤモンド粒子を有するパッドを用いて行われる。
【００３７】
　更にもう一つの態様において、該処理は０．１μｍと１５μｍとの間、好ましくは３μ
ｍと１２μｍとの間、最も好ましくは３μｍと６μｍとの間の平均直径のダイヤモンド粒
子を有するパッドを用いて行われる。
【００３８】
　該硬くて滑らかな表面は、約３ｍｏｈ未満、好ましくは約２ｍｏｈ未満、最も好ましく
は約１ｍｏｈ未満の硬度を有することが出来る。
【００３９】
　該処理は、接触表面上有効量の表面改良剤の不存在下で行うことが出来る。
【００４０】
　用語「表面改良剤」は、表面を処理する際に添加され表面と相互に作用して表面をより
光沢のあるようにする物質を含むと理解される。表面改良剤の例としては、ワックス、油
、樹脂、ワニス、及び同様の製品を述べることが出来る。清浄目的のために添加される石
鹸、洗浄剤及び同様の製品は、「表面改良剤」とは考えられない。
【００４１】
　用語「有効量」は、表面改良剤を全く含有しない液体を用いた同じ処理と比較して、測
定できる光沢改良を成し遂げるのに充分な量と理解される。
【００４２】
　有効量の定義は、どんな間隔で該処理が行われているかに関連して変化する可能性があ
る。それ故に、その場限りの処理、即ち、一回の場合に対しては、１日又は２，３日、或
いは１週間の間隔で該処理が行われる場合よりも、表面改良効果を成し遂げるのにはるか
に高い量が必要となる可能性がある。該量は、選択された表面改良剤の夫々のタイプ及び
処理される表面のタイプに当てはまるように調整する必要がある可能性がある。
【００４３】
　もう一つの局面によれば、ゲルコート、ガラス、及び自動車用エナメルから成る群から
選択される材料を含む硬くて滑らかな表面を維持する方法であって、可撓パッドを用いて
、該パッドに接着した研磨粒子の存在下で、該パッドと該硬い表面との間の接触表面上に
おいて、該表面を処理することを含むことを特徴とする前記の方法が提供される。該研磨
粒子はダイヤモンド粒子を含む。該処理は該接触表面上有効量の表面改良剤の不存在下で
行われ、又該処理は厚くて弾力性のある三次元の開口不織繊維ウェブを含むパッドを用い
て行われる。
【００４４】
　更に、石材料又は石様材料を含む硬い表面を処理又は維持する方法であって、可撓パッ
ドを用いて、該パッドに接着した研磨粒子の存在下で、該パッドと該硬い表面との間の接
触表面上において、該表面を処理することを含み、該研磨粒子がダイヤモンド粒子を含み
、該処理が該接触表面上有効量の結晶化剤の不存在下で行われることを特徴とする前記の
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方法が提供される。
【００４５】
　用語「ダイヤモンド」は天然ダイヤモンド並びに合成ダイヤモンドを含むと理解され、
ダイヤモンド粒子は任意の適切な被覆、例えば、銀で被覆されている。
【００４６】
　用語「有効量」は、結晶化剤を全く含有しない液体を用いた同じ処理と比較して、測定
できる光沢改良を成し遂げるのに充分な量と理解される。有効であると知られている量は
、１回の処理操作に対して５０ｍ２の床表面当り約１～２リッターの結晶化剤（２～３０
重量％の、例えば、ヘキサフルオロ珪酸マグネシウムを含む）である。それ故に、その場
限りの基準で有効であると知られている量は、１ｍ２の床表面当り約０．４ｇのヘキサフ
ルオロ珪酸マグネシウムから変動する。しかしながら、例えば、１：１００の比率で希釈
された結晶化剤は、繰返して、例えば、毎日又は毎週の維持と関連して、使用する場合、
有効であることが又知られている。それ故に、規則的な基準で維持するのに有効であるこ
とが分っている量は、１ｍ２の床表面当り約０．００４ｇのヘキサフルオロ珪酸マグネシ
ウムから変動する。他のタイプの結晶化剤、例えば、ヘキサフルオロ珪酸亜鉛、弗酸、及
び蓚酸が存在すると理解される。かくして上記の値は、選択された結晶化剤の夫々のタイ
プに当てはまるように調整する必要があるかもしれない。
【００４７】
　可撓パッドとダイヤモンド粒子の組合せは、該表面における凸凹を補い、該パッドにか
けられた圧力を均等に分布させる。又この組合せは、該パッドの可撓性により、ダイヤモ
ンドが該表面を引掻く危険度を著しく減少させる。
【００４８】
　硬い石表面を研磨する際研磨粒子としてダイヤモンド粒子を使用すると、湿潤状態でも
乾燥状態でも、従来の研磨粒子の使用に等しいか又はそれよりも良い効果が提供される。
特に、ダイヤモンドの使用により、結晶化剤の廃止が可能となり、それによりその取扱い
を除去することが出来る。
【００４９】
　該処理は、実質的に接触表面上液体の不存在下で、即ち、実質的に乾燥状態の間に、又
は、接触表面上水の存在下で、即ち、湿潤状態の間に、行うことが出来る。特に該処理は
、接触表面上水及び清浄剤の存在下で行うことが出来、それにより毎日の維持／清浄操作
と非常に良く結合される。
【００５０】
　一態様において、研磨粒子は二次的結合剤により該パッドに接着される。それ故に、床
を処理する際は、全く研磨剤を添加する必要がない。具体的に、研磨粒子は接触表面の付
近においてのみ該パッドに接着させることが出来る。これは有益であるが、その理由は、
硬い表面と接触していない該パッドの部分に存在する研磨粒子はいかなる機能をも果さな
いのでゴミと見られるからである。
【００５１】
　該研磨粒子は、０．１～３０μｍ、好ましくは０．１μｍと１５μｍとの間、最も好ま
しくは１０μｍと１５μｍとの間の平均直径を有することが出来る。
【００５２】
　該研磨粒子は、天然ダイヤモンド粒子、工業用ダイヤモンド粒子、及び被覆ダイヤモン
ド粒子の少なくとも１種を含むことが出来る。
【００５３】
　該処理は、０．１～３０μｍ、好ましくは０．１μｍと１５μｍとの間、最も好ましく
は５μｍと１５μｍとの間の平均直径のダイヤモンド粒子を有するパッドを用いて、行う
ことが出来る。
【００５４】
　一態様において、使用されるパッドは厚くて弾力性のある三次元の開口不織繊維ウェブ
を含む。かかるウェブは比較的低い価格で入手でき、存在する表面仕上機に標準の大きさ
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で適応する。
【００５５】
　該パッドは、４０ｋｇ／ｍ３未満、好ましくは２０～３５ｋｇ／ｍ３の密度を有するこ
とが出来る。かくして該パッドは比較的大量の気孔を含み、それらの中に粉塵、飛散物、
及び粒子が該処理中に移動することが出来る。かくして粉塵は、処理がなされている領域
に分布されるよりもむしろ該パッドにかなりの程度まで含有され、更なる粉塵収集装置の
必要性が除去される。又、飛散物を該パッド中に移動させることにより、表面の引掻きに
対する危険度が減少する。
【００５６】
　該方法は床表面上の使用に特に適している。
【００５７】
　該方法は、該表面が約５ｍｏｈ以上、好ましくは６～７ｍｏｈの硬度を有する石材料又
は石様材料である場合に、特に適用できる。かかる表面の例はコンクリート、人造石、花
崗石、等である。
【００５８】
　該パッドは、該硬い表面と接触している間、５０～３０００ｒｐｍ、好ましくは１００
～１５００ｒｐｍの回転速度で回転させることが出来る。
【００５９】
　該処理は、毎日、毎週、又は毎月のような実質的に規則的な基準で行うことが出来る。
【００６０】
　更に、可撓パッドを含む工具であって、該可撓パッドが該パッドに接着した研磨粒子を
提供する活性処理表面を有する、硬い表面を処理するための工具が提供される。該パッド
は、前記研磨粒子が第一の濃度で存在する第一の部分、及び前記研磨粒子のより低い第二
の濃度を有する第二の部分を提供し、前記研磨粒子はダイヤモンド粒子を含む。
【００６１】
　一態様において、該第二の部分には実質的にダイヤモンド粒子がない。
【００６２】
　硬い表面と接触していない該パッドの部分に存在する研磨粒子はいかなる機能をも果さ
ないので、本開示によるパッドは比較的低い価格で製造することが出来る。
【００６３】
　該パッドの可撓性は、ダイヤモンド研磨粒子がさもなければ硬い表面に対して有するで
あろう有害な影響を除去するか又は減少させる。それ故に、該工具は、木材、積層板、大
理石、花崗石、コンクリート、人造石、等の表面のような任意の硬い表面に対して使用す
ることが出来る。しかしながら、該工具は、花崗石、コンクリート、人造石、等のような
硬い石又は石様の表面にたいして特に有効である。
【００６４】
　一態様において、該パッドは厚さ及び第一の表面を有する円板形状の本体から成り、前
記研磨粒子は前記第一の表面上及び前記第一表面から下に前記厚さより短い深さまで存在
し、従って前記第一の部分は前記第一表面にあり、前記第二の部分は前記第一表面と反対
の第二の表面にある。該第二表面に研磨材料及び結合剤がないようにすることにより、担
体板上のベルクロ（Ｖｅｌｃｒｏ）フック接合具への該パッドの取付けが促進される。
【００６５】
　第二の態様において、該パッドは厚さ及び第一の表面を有する円板形状の本体から成り
、前記研磨粒子は全体より狭い第一の表面を覆って存在し、従って前記の第一及び第二の
部分は前記第一表面において互いに隣接状態にある。この第二態様は粉塵及び飛散物の該
パッド中への移動を促進する。
【００６６】
　一態様において、該パッドは、互いの接触点で互いに付着している複数の繊維を含む厚
くて弾力性のある三次元の開口不織ウェブを含む。
【００６７】
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　該研磨粒子は二次的結合剤により該パッドの繊維に接着させることが出来る。それ故に
、該パッドの繊維の接着は、研磨粒子が接触表面だけに存在することにより、全く悪影響
を受けるはずがない。
【００６８】
　限定されない例として、二次的結合剤はフェノール樹脂、メラミン樹脂、尿素樹脂、及
びエポキシ樹脂から成る群から選択することが出来る。
【００６９】
　一態様において、該二次的結合剤は、繊維の二つの相互接触点間平均長さより短い最大
直径を有する複数の明確な小滴を形成する。かくして、該繊維は結合剤樹脂により全体的
には被覆されず、粉塵及び飛散物の該パッド中への移動が更に促進される。
【００７０】
　該研磨粒子は、０．１～３０μｍ、好ましくは０．１μｍと１５μｍとの間、最も好ま
しくは５μｍと１５μｍとの間の平均直径を有するダイヤモンド粒子を含むことが出来る
。
【００７１】
　該パッドは、黒鉛、酸化スズ、炭化珪素、及び酸化アルミニウムから成る群から選択さ
れる二次的研磨粒子を更に含むことが出来る。
【００７２】
　該パッドは好ましくは、３０ｃｍと１００ｃｍとの間の直径及び１ｃｍと５ｃｍとの間
の未圧縮厚さを有する円板の形状で提供される。
【００７３】
　更に、硬い表面を処理するためのパッドの製造方法が提供される。該方法は、パッドを
準備し、そして、該パッドの第一表面上にダイヤモンドを含む研磨粒子及び結合剤の混合
物を塗布し、それにより前記パッドが、前記研磨粒子が第一の濃度で存在する第一の部分
、及び前記研磨粒子のより低い第二の濃度を有する第二の部分を提供する様にすることを
特徴とする。一態様において、該第二の部分には実質的に前記研磨粒子がない。該研磨粒
子は、吹付け塗り、ロール塗り、又は浸漬法により該第一表面に提供することが出来る。
【００７４】
〔態様の説明〕
　該説明は、最初は硬い表面の維持方法に使用するのに適した工具に、次は該工具の製造
方法に、そして最後は硬い表面の維持用工具の使用に、焦点を合わせるであろう。
【００７５】
　図１ａを参照すると、繊維２の厚くて弾力性のある三次元の開口不織ウェブから作り上
げられたパッド１が示されている。該パッド１の第一表面は、二次的結合剤、即ち、主目
的として繊維を該ウェブに結合させなければならない結合剤により、該ウェブに結合され
た研磨粒子を提供する部分Ｐ１を有する。該パッド１は形状が円形である。
【００７６】
　図１ｂを参照すると、図１ａにおける線Ｓ１－Ｓ２に沿った断面が示されている。図１
ｂに示されているように、研磨粒子を提供する部分Ｐ１は、該第一表面Ａに、そして該パ
ッド１の厚さＴより短い深さＤまで存在する。それ故に、第二表面Ｂには、実質的に研磨
粒子及び二次的結合剤のない部分Ｐ２が存在する。
【００７７】
　「部分」と言及する時、それは、個々の繊維の部分ではなく、該パッド１のマクロ構造
の部分であると理解されるべきである。
【００７８】
　図２ａ及び２ｂを参照すると、同様のパッド１が示されているが、該相違は、部分Ｐ２
’も又第一表面Ａに存在しているということであり、該部分Ｐ２’には実質的に研磨粒子
及び二次的結合剤がない。
【００７９】
　両方の態様において、研磨粒子は二次的結合剤の全体にわたって存在し、繊維は主要結
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合剤及び（又は）溶融結合により互いに結合している。
【００８０】
　図１ａ及び１ｂを参照して述べた態様によるパッド１の製造を今説明する。
【００８１】
　出発材料として、２０インチ（５１ｃｍ）の直径、２８ｍｍの厚さ、及び１５７ｇの重
量を有する円板形状のＧｌｉｔ／Ｍｉｃｒｏｔｒｏｎ（登録商標）淡褐色床研磨パッドを
用いた。かかるパッドは米国、ジョージア州、ＷｒｅｎｓのＧｌｉｔ／Ｍｉｃｒｏｔｒｏ
ｎから入手できる。該パッドの出発密度は、従って２７ｋｇ／ｍ３であった。図３ａは、
ポリマー樹脂／研磨粒子の塗布前のパッドを示す顕微鏡写真である。図３ａから、該パッ
ドを構成する繊維はそれらの相互接触点１０で主要ポリマー樹脂により結合されているこ
とが理解できる。該パッドは可撓性で弾性があり、ポリエステル及びナイロン繊維を含む
。
【００８２】
　２００ｇのＰＡ樹脂、５２～６８ｇのフェノール樹脂（スウェーデン、Ｐｅｒｓｔｏｒ
ｐのＰｅｒｓｔｏｒｐ　ＡＢから入手できる）、１００ｇのＴ－ＲＯＥＤ（登録商標）エ
タノール（スウェーデン、ＢｒｏｍｍａのＡｌｆｏｒｔ　＆　Ｃｒｏｎｈｏｌｍ　ＡＢか
ら入手できる）、及び２０ｇの４～８μｍのＬＡＮＤＳ　ＬＳ６００Ｆダイヤモンド粒子
（米国、ニューヨーク州、ニューヨークのＬａｎｄｓ　Ｓｕｐｅｒａｂｒａｓｉｖｅｓ，
Ｃｏ．から入手できる）から成る均質なポリマー樹脂混合物を調製した。該混合物の塗布
直前に、６０ｇの６５％　ｐ－トルエンスルホン酸（ＰＴＳ）を硬化剤として添加した。
【００８３】
　標準タイプの圧縮空気吹付け器（普通吹付け用塗料に使用される）を用いて、該樹脂混
合物を研磨パッド表面の第一表面Ａ上に吹付けた。未硬化樹脂を有する該パッドはその後
１７３ｇの重量があった。その後、該パッドを約１２０℃の熱風炉中に約２０分間置いた
。
【００８４】
　該パッドは、顕微鏡写真である図３ｂから見られる外観を今や呈した。該樹脂／粒子混
合物の小球又は小滴１１が各繊維に沿って、又それら繊維の相互接触点間に形成されてい
る。該小滴は、それらが付着している繊維が全体的には覆われない程に分布している。こ
れのより明瞭な図解は図４ａ－４ｂに見出されるが、それらの図は図１ａ－１ｂを参照し
て上述したパッド、及びそのパッドの一部の拡大（図４ｂ）を示しており、そこにおいて
結合剤／粒子混合物の小滴１１はそれらの繊維に付着している。
【００８５】
　上述したように製造したパッドの性能を評価するために、上述したように製造した二つ
の相違する２０インチ（５１ｃｍ）のパッド、即ち、７～１２μｍの銀被覆ダイヤモンド
粒子を有する「黄色」と言及される第一のパッド、及び３～６μｍの普通のダイヤモンド
粒子を有する「緑色」と言及される第二のパッドを評価するように比較試験を行った。対
照として、二つの相違する市販のパッドを用いた、即ち、米国、ミネソタ州、Ｓｔ．Ｐａ
ｕｌの３Ｍから両方とも入手できる、２０インチ（５１ｃｍ）の３Ｍ（登録商標）５２０
０褐色石更新パッド及び２０インチ（５１ｃｍ）の３Ｍ（登録商標）４０００灰色石研磨
パッドを用いた。
【００８６】
　該試験は、二つの相違する表面タイプ、即ち、コルマルデン大理石（スウェーデン、Ｎ
ｏｒｒｋｏｅｐｉｎｇの外側のコルマルデン地域からの大理石）、及びＫ４０コンクリー
トの上で行った。各試験は、２０インチの床パッドを受けて約１７５ｒｐｍで回転するよ
うに適応した単一担体板を有するＣｏｏｒ　＆　Ｋｌｅｅｖｅｒ　Ｃｒｙｓｔａｌｌｉｚ
ｅｒ　１２５０ＫＧ床表面仕上機（スペイン、ＢａｒｃｅｌｏｎａのＣｏｏｒ　＆　Ｋｌ
ｅｅｖｅｒ，Ｓ．Ａ．から入手できる）を用いて、約１ｍ２の表面上で行った。該試験は
、約１分／ｍ２の間該表面を研磨することを含んでいた。該表面光沢は、Ｓａｎｗａｌ／
Ｃｅｎｍａ　ＩＧ－３１０光沢検査器を用いて、各処理の前後に該領域上のいくつかの点
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で測定した。下表における光沢値は、各領域に対する平均値を構成する。高光沢は８０～
９０°と格付けされる。半光沢は５０～７５°と格付けされる。梨地は３０～４５°と格
付けされる。粗磨きは２０～２５°と格付けされる。艶なしシーンは５～１５°と格付け
される。
【００８７】
　各表面は、乾式及び潤滑剤として水を用いて、試験した。更に、該コンクリート表面は
、潤滑剤としてのＣｏｏｒ　Ｒｏｓａ／Ｋ－２結晶化剤（スペイン、Ｂａｒｃｅｌｏｎａ
のＣｏｏｒ　＆　Ｋｌｅｅｖｅｒ，Ｓ．Ａ．から入手できる）、即ち、結晶化剤としてヘ
キサフルオロ珪酸マグネシウムを含むとＥＰ－Ｂ－０　５６２　９１９に述べられた結晶
化化学薬品を用いて、試験した。
【００８８】
　３Ｍ（登録商標）パッドを試験する時、各表面部分は最初に褐色パッドで、次に灰色パ
ッドで処理した。
【００８９】

【表１】

【００９０】
【表２】

【００９１】
　表１及び２から、約３～５ｍｏｈの硬度を有する比較的軟らかい石である大理石上で潤
滑剤として水を用いた場合、３Ｍ（登録商標）パッドの組合せ（褐色及び灰色）はわずか
により良い結果を提供するが、灰色パッドも緑色パッドも両方とも「梨地」範囲に入る値
を得たと結論付けることが出来る。しかしながら、乾燥状態の間、緑色パッドは顕著な改
良を成し遂げ、半光沢範囲に到達した。
【００９２】
【表３】

【００９３】
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【表４】

【００９４】
　表３及び４から、湿潤状態において約６～７ｍｏｈの硬度を有するｋ４０コンクリート
上で、褐色パッド及び灰色パッドの組合せは測定できる改良を全く提供しなかったが、黄
色パッド及び緑色パッドの組合せは明確な改良を提供したことが分る。乾燥状態において
、褐色パッド及び灰色パッドの組合せで処理された表面に対しては小さな改良に気付いた
が、黄色パッド及び緑色パッドの組合せで処理された表面に対してはより大きい改良に気
付いた。
【００９５】
【表５】

【００９６】
　表５から、Ｋ４０コンクリート上で潤滑剤としてＣｏｏｒ　Ｒｏｓａ／Ｋ－２結晶化剤
を用いて灰色パッドでいくらかの効果が達成でき、潤滑剤としてＣｏｏｒ　Ｒｏｓａ／Ｋ
－２結晶化剤を用いて緑色パッドでいくらかより良い効果が達成できることが分る。
【００９７】
　全体から見ると、本開示によるパッドは従来技術と比較して顕著な改良を提供すると結
論付けられる。該改良は、乾燥状態中及びコンクリート上で特に顕著である。
【００９８】
　図５は、本開示によるパッド１が、この例では床表面である硬い表面８と接触表面９を
定めるように装着されている、床表面仕上機２０の断面図である。該パッド１は、駆動さ
れ回転できる担体板４上に装着され、該担体板４は軸受に典型的にはまっているので、モ
ーター装置６が配置されている機械本体５に関連して回転できる。この態様において、該
機械は取っ手７を有しているので、歩く操作員が保持したり、押したり、又は引っ張るの
に適応している。他の態様において該床表面仕上機２０は、例えば、該パッド１を受ける
ように適応した担体板４が取り付けられた、乗ることの出来る乗り物であっても良いこと
が分る。
【００９９】
　上述のパッド１及び方法は、洗浄器／乾燥器の組合せ機、例えば、Ｎｉｌｆｉｓｋ　Ｃ
Ｒ１３００、単一円板床維持機（低速度又は高速度）、例えば、Ｎｉｌｆｉｓｋ　５１０
Ｂ又は５４５、研磨機、例えば、Ｎｉｌｆｉｓｋ　ＳＤＨ５１２０，ＢＨＳ５１２０又は
ＢＨＳ７０１４（それらはすべてスウェーデン、ＳｔｏｃｋｈｏｌｍのＮｉｌｆｉｓｋ－
Ａｄｖａｎｃｅから入手できる）のような床表面仕上機を用いて、石、コンクリート、又
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は人造石床表面のような硬い磨き表面の毎日の清浄／維持に使用することが出来る。
【０１００】
　床表面の処理は、該パッドを、床表面と接触している時、床表面と平面平行で回転させ
ることにより、典型的に行われる。典型的な回転速度は５０ｒｐｍ～３０００ｒｐｍであ
る。しかしながら、それより低いか又は高い回転速度は除外されない。
【０１０１】
　上記から明白なように、本開示によるパッドの第一の態様は、互いの接触点で主要結合
剤により互いに付着している複数の繊維を含む厚くて弾力性のある三次元の開口不織ウェ
ブを含み、そこで研磨粒子は二次的結合剤と混合されて該パッドの第一表面にだけ塗布さ
れており、従って該パッドは結合剤／粒子混合物により単に部分的に含浸されているに過
ぎない。その代りに、又は更に、該繊維は互いに溶融結合していても良い。
【０１０２】
　該パッドの第二の態様において、結合剤／粒子混合物は前記第一表面の部分にだけ塗布
されている。これは、結合剤／粒子混合物を塗布すべきでない該表面の部分をマスクする
ことによって成し遂げることができる。
【０１０３】
　第三の態様において、該パッドは、例えば、ＥＰ－Ｂ－０　５６２　９１９に記載され
ているような絞りロールを使用することにより、結合剤／粒子混合物で全体的に含浸され
ている。この態様の変形においては、可撓性を提供するために、比較的薄い含浸された織
物パッド又は不織パッドがより厚い担体パッドに付着している。この態様の変形によれば
、実質的に二次元の織物ウェブ又は不織ウェブがより厚い担体パッドに付着している。
【０１０４】
　第四の態様においては、結合剤／粒子混合物が上述したように適用されている、三次元
の織物パッド又は編物パッドを使用することが出来る。
【０１０５】
　第五の態様において、研磨粒子は該パッドの材料中に存在している。第一の選択肢にお
いて、該パッドは実質的に上述した不織繊維パッドであり、ダイヤモンド粒子が該繊維材
料中に含まれている。第二の選択肢において、該パッドは発泡ポリマーパッドであり、ダ
イヤモンド粒子が該発泡ポリマー材料中に含まれている。
【０１０６】
　第六の態様において、該パッドは発泡ポリマーパッドであり、その一表面に結合剤／粒
子混合物が上述したように塗布されている。
【０１０７】
　本開示はフェノール樹脂の使用に限定されない。適切な樹脂の他の例はメラミン、尿素
、エポキシ、及びポリエステル樹脂である。
【０１０８】
　更に、該硬化剤は、選択した樹脂のタイプに適した任意の硬化剤から選択することが出
来る。又、例えば、該パッドを比較的高い温度及び（又は）比較的長い時間で硬化させる
ことにより、該硬化剤を含まないことも可能である。
【０１０９】
　又、溶剤（該実施例ではエタノールが使用された）は、単に該混合物の粘度を減少させ
、それによりその吹付け塗りを促進するために、用意される。任意の適切な溶剤を使用す
ることが出来るが、塗布方法が許すならば、該溶剤を除外することも出来る。
【０１１０】
　該研磨粒子は、好ましくはダイヤモンドを含む。しかしながら、床処理パッドは、他の
タイプの研磨粒子、又はそれらの組合せ、更に、例えば、ＥＰ－Ｂ－０　５６２　９１９
に述べられたものを使用して、上記の原理により製造することが出来る。特に、銀被覆ダ
イヤモンド粒子は、同じように良い結果を提供することが分った。当然、ダイヤモンド粒
子は他のタイプの研磨粒子と組合せることが出来る。
【０１１１】
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　上述の二次的結合剤及び研磨粒子を有するパッド１は、表面仕上機の担体板に接合され
るように任意の接合具を有する円板又は平板に付着させることが出来るか、又は該パッド
は、該担体板上に設けられたベルクロ（Ｖｅｌｃｒｏ）タイプのフック装置であって、そ
のフックが該パッド１の繊維を掛ける該装置によって、表面仕上機に直接結合することが
出来ると理解される。それ故に、該維持工具は、主要結合剤、二次的結合剤、及び研磨粒
子を有し、多分、パッドのタイプ、製造業者、商標等に関する情報を提供する染料又は印
刷領域が付加されたパッドから構成することが出来る。
【０１１２】
　その代りに、又は更に、該パッドには裏当て層を設けることが出来る。
【０１１３】
　上述した出願人の黄色パッド及び緑色パッド、更に、１５～３０μｍのダイヤモンド粒
子を有するが、その他の点では上述の黄色パッド及び緑色パッドに相当する、「白色」と
言及されるもう一つのパッドを使用して、更なる試験を行った。対照として、米国、ミネ
ソタ州、Ｓｔ．Ｐａｕｌの３Ｍから入手できる３Ｍ（登録商標）５１００赤色緩衝パッド
を使用した。
【０１１４】
　第一の追加試験において、出願人のパッドを油塗布オーク寄木張り表面上で試験した。
上述の光沢計を用いて相隔たる五つの点で処理の前後に、該床の光沢値を測定し、それに
より各パッドタイプを用いた処理後に平均光沢値を計算した。該結果を表６に示す。
【０１１５】
【表６】

【０１１６】
　表６から、特に黄色パッド及び白色パッドを用いた場合、両方とも非常につややかな表
面を提供し、絹つや消し表面（６．０）からの光沢改良を成し遂げることが出来ることが
分る。白色パッドはつややかな表面を提供したが、一方３Ｍ（登録商標）の赤色パッドは
いくらか染みだらけであるがつややかな表面を提供した。白色パッド、黄色パッド及び緑
色パッドは、非常に清浄な床を提供したことが分った。
【０１１７】
　第二の追加試験において、出願人のパッドを油塗布オーク寄木張り表面の湿潤研磨に関
して試験した。上述の光沢計を用いて相隔たる五つの点で処理の前後に、該床の光沢値を
測定し、それにより各パッドタイプを用いた処理後に平均光沢値を計算した。該結果を表
７に示す。
【０１１８】
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【表７】

【０１１９】
　表７から、絹つや消し表面から出発して、白色パッド及び黄色パッドは、いくらかの研
削残渣が水中で目立つ状態で、完全につや消しの表面を提供したことが分る。他方におい
て、緑色パッドはつや消しで完全に滑らかな表面を提供した。緑色パッドを用いた乾燥研
磨により、全く油膜のないつややかな清浄表面が提供された。白色パッド、黄色パッド及
び緑色パッドは非常に清浄な床を提供したことが分った。又、湿潤研磨の後の白色パッド
、黄色パッド又は緑色パッドを用いた床の乾燥研磨により、表６の光沢値と同様の光沢値
が提供されたことも分った。
【０１２０】
　それ故に、本明細書に開示されたパッドは、木材床表面、甲板表面（例えば、パティオ
又はボートにおける）、壁表面、室内成形品、ドア、幅木等のような木材表面を研削及び
（又は）研磨するために使用することが出来ると結論付けられる。
【０１２１】
　第三の追加試験において、出願人のパッドを、床仕上ワックスでつややかな仕上まで処
理した、英国、ＣｏｖｅｎｔｒｙのＡｍｔｉｃｏ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌから入手
できる、Ａｍｔｉｃｏ（登録商標）ビニルタイル床の乾燥研磨に関して試験した。最初、
該表面は多数の擦りきずを有していた。上述の光沢計を用いて相隔たる五つの点で処理の
前後に、該床の光沢値を測定し、それにより各パッドタイプを用いた処理後に平均光沢値
を計算した。該結果を表８に示す。
【０１２２】

【表８】

【０１２３】
　表８から、３Ｍ（登録商標）赤色パッドは、つややかな床表面を維持しているが、すべ
ての擦りきずは除去しなかったことが分る。白色パッドは、つややかさにおける損をして
擦りきずを除去した。黄色パッドを用いると、よりつややかな表面が得られ、すべての擦
りきずが除去された。緑色パッドは、擦りきずを完全に除去したが、最初の表面と実際に
同じ光沢を有する表面を提供した。白色パッド、黄色パッド及び緑色パッドは非常に清浄
な床を提供したことが分った。
【０１２４】
　第四の追加試験において、出願人のパッドを、床仕上ワックスでつややかな仕上まで処
理したＡｍｔｉｃｏ（登録商標）ビニルタイル床の湿潤研磨に関して試験した。最初、該
表面は多数の擦りきずを有していた。上述の光沢計を用いて相隔たる五つの点で処理の前
後に、該床の光沢値を測定し、それにより各パッドタイプを用いた処理後に平均光沢値を
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計算した。参考のため、緑色パッドを用いた乾燥研磨を行った。該結果を表９に示す。
【０１２５】
【表９】

【０１２６】
　表９から、３Ｍ（登録商標）赤色パッドは、つややかな床表面を提供しているが、すべ
ての擦りきずを床表面から除去することにはもう一度失敗したことが分る。白色パッドは
清浄なつや消し表面を提供したが、一方黄色パッドは清浄でわずかによりつややかな表面
を提供した。湿潤研磨に使用された場合の緑色パッドからの結果は、黄色パッドの結果よ
り適度に良かった。もう一度、乾燥状態で使用された場合の緑色パッドは非常につややか
で清浄な表面を提供した。白色パッド、黄色パッド及び緑色パッドは非常に清浄な床を提
供したことが分った。
【０１２７】
　第五の追加試験において、出願人のパッドをリノリウム床表面の乾燥研磨に関して試験
した。該最初の表面は床仕上ワックスで処理しておいた。上述の光沢計を用いて相隔たる
五つの点で処理の前後に、該床の光沢値を測定し、それにより各パッドタイプを用いた処
理後に平均光沢値を計算した。該結果を表１０に示す。
【０１２８】

【表１０】

【０１２９】
　表１０から、白色パッドはよりつや消しの表面を提供するのに、３Ｍ（登録商標）赤色
パッドはわずかな改良を提供しているだけであり、一方黄色パッドで処理された表面は対
照表面よりもつややかであると認められることが分る。緑色パッドは非常につややかで清
浄な表面を提供する。白色パッド、黄色パッド及び緑色パッドは非常に清浄な床を提供し
たことが分った。
【０１３０】
　第六の追加試験において、出願人のパッドをリノリウム床表面の湿潤研磨に関して試験
した。該最初の表面は床仕上ワックスで処理しておいた。上述の光沢計を用いて相隔たる
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五つの点で処理の前後に、該床の光沢値を測定し、それにより各パッドタイプを用いた処
理後に平均光沢値を計算した。該結果を表１１に示す。
【０１３１】
【表１１】

【０１３２】
　表１１から、３Ｍ（登録商標）赤色パッドは非常につや消しの表面を提供するが、一方
白色パッドはつや消し表面を提供し磨き表面を完全に除去することが分る。黄色パッドは
磨き表面を除去しながら、つや消し仕上を提供する。緑色パッドは黄色パッドと比較して
わずかによりつややかな仕上を提供する。白色パッド、黄色パッド及び緑色パッドは非常
に清浄な床を提供したことが分った。又、湿潤研磨の後に白色パッド、黄色パッド又は緑
色パッドを用いて床を乾燥研磨すると、表１０の光沢値と同様の光沢値が提供されたこと
も分った。
【０１３３】
　それ故に、該パッドは、リノリウム及びプラスチック床、例えば、ビニール、ポリウレ
タン、エポキシ、アクリル又は他のプラスチック材料を含む表面を有する床を研削及び（
又は）研磨するのに使用することが出来る。特に、該パッドはかかる表面の乾燥研磨に適
している。
【０１３４】
　第七の追加試験において、出願人のパッドをラッカー塗り寄木床表面の乾燥研磨に関し
て試験した。この試験において、２～４ミクロンのダイヤモンド粒子を有し「オレンジ色
」と名付けられた更なるパッドを使用した。上述の光沢計を用いて相隔たる五つの点で処
理の前後に、該床の光沢値を測定した。該結果を表１２に示す。
【０１３５】
【表１２】

【０１３６】
　表１２から、それらのパッドはラッカー塗り表面をも清浄にする／研磨するのに使用す
ることが出来ることが分る。オレンジ色パッドの使用は、それが４０の初期光沢値を有す
る表面上で行われるか、４７～５０の初期光沢値を有する表面上で行われるかとは関係な
く、更なる光沢増加を提供する。
【０１３７】
　それ故に、本明細書に開示されたパッドは、ラッカー塗り表面、例えば、木材寄木床の
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おける）、壁表面、室内成形品、ドア、幅木等を研削及び（又は）研磨するために使用す
ることが出来ると結論付けられる。
【０１３８】
　もう一つの態様によれば、ボート等のような繊維強化プラスチック構造体上で見出され
、典型的に樹脂及び所望により顔料を含むポリマー表面、例えば、所謂「ゲルコート」表
面を研磨するために、該パッドを使用することが出来る。
【０１３９】
　更にもう一つの態様によれば、小さな引掻き傷等を除去するために、例えば、自動車の
窓／全面ガラスのようなガラス表面を研削及び（又は）研磨するのに、該パッドを使用す
ることが出来る。
【０１４０】
　更にもう一つの態様によれば、自動車本体を研削及び（又は）研磨するために、又自動
車本体上の塗装表面、即ち、自動車エナメルを研磨するためにでも、該パッドを使用する
ことが出来る。
【０１４１】
　本明細書に開示された方法は規則的な処理又は維持に適しているけれども、それらはそ
の場限りの研磨又は研削処理にも使用することが出来る。
【図面の簡単な説明】
【０１４２】
【図１ａ】第一の態様によるパッドを示す。
【図１ｂ】第一の態様によるパッドを示す。
【図２ａ】第二の態様によるパッドを示す。
【図２ｂ】第二の態様によるパッドを示す。
【図３ａ】結合剤及び研磨粒子の塗布前後における、本開示によるパッドの拡大写真を示
す。
【図３ｂ】結合剤及び研磨粒子の塗布前後における、本開示によるパッドの拡大写真を示
す。
【図４ａ】第一の態様によるパッドの略図、及び該パッドの一部の拡大を示す。
【図４ｂ】第一の態様によるパッドの略図、及び該パッドの一部の拡大を示す。
【図５】本開示によるパッドが装着されている床表面仕上機の断面図である。
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